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５月８日（月）以降の新型コロナウイルス感染症の対応変更について 

 

令和５年４月 28 日付、教体第 1119 号「学校保健安全法施行規則の一部を改

正する省令の施行について（通知）」及び、令和５年４月 28 日付、教体第 1120

号「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策につ

いて（通知）」を受けて、本校では以下のように対応します。 

 

 

１ 出席停止措置の取り扱いについて 

 〇感染（陽性）が確認された場合、出席停止の措置を講じます。 

 〇基本的には医師の指示に従ってください。 

 〇発症した後５日を経過、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

  ※ 軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること 

  ※ 発症した日、症状が軽快した日の翌日から数える 

 

２ 感染後のマスクの着用について 

 〇出停解除後、１０日を経過するまで、マスクの着用を推奨 

 

３ 濃厚接触者について 

 〇特定しません 

 

４ 学校生活について 

（１）健康観察 

   普段と異なる症状（発熱や咽頭痛、咳等）がある場合は、「無理をせず、 

自宅で休養するよう」周知・呼びかけます。 

（２）換気の確保 

  ①気象上可能な限り、常時２方向の窓を開けて換気します。 

  ②空気清浄器を常時、使用します。 

（３）手指衛生の奨励 

   外から教室に入るときやトイレの後、昼食の前後などは、流水と石鹸で 

こまめな手洗いを指導します。 

（４）マスクの着用 

   学校教育活動において、マスクの着用は求めません。各個人の判断で着用 

する、しないを判断してください。 

 

５ その他 

感染拡大時には、通知等を踏まえ、マスクの着用依頼等、柔軟に対応します。 


